
【児童福祉部門】

★0歳から18歳未満のすべての

お子さんとその家庭の相談窓口

です

★関係機関と協力し解決に向けて

お手伝いをします

福祉総合相談室

（本巣市役所6番窓口）

☎０５８－３２３－８１１５

【母子保健部門】

★妊娠、出産、育児を応援する

相談窓口です

★妊娠期から子育て期にわたる

切れ目ない支援を行います

健康支援課

（本巣市役所 7番窓口）

☎０５８－３２０－０１５３

本巣市こども家庭センター

〒5０１－0491 本巣市早野255番地

本巣市役所 1階（6番・7番窓口）

※月～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15

離乳食をたべて

くれない…

どうしよう？

思春期のこどもと

どう関わればいいの？


